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経済産業省 
 

２８保電安第４０号 

平成２９年３月３１日 

 

改正 ２ ９ 保 電 安 第 ９ 号 

平成２９年５月３１日 

 

経済産業省商務流通保安グループ電力安全課長 

 

発電用火力設備に係る安全管理検査制度に関する質疑応答集 

 

 発電用火力設備に係る安全管理検査制度に関するよくある質問及びその考え方について、以下の

とおり定める。 

なお、以下に記載する省令等については、次の略称を用いる。 

①電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第７７号。以下、「規則」という。） 

②電気関係報告規則（昭和４０年通商産業省令第５４号。以下、「報告規則」という。） 

③電気事業法施行規則に基づく溶接事業者検査（火力設備）の解釈（２０１２０９１９商局第７

１号。以下、「溶接検査解釈」という。） 

④電気事業法第５２条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド（２０１２０９１９商局

第７２号。以下、「検査ガイド」という。） 

⑤発電用火力設備の技術基準の解釈（２０１３０５０７商局第２号。以下、「火技解釈」という。） 

⑥火力設備における電気事業法施行規則第９４条の２第２項第２号に規定する定期事業者検査

の時期変更承認に係る標準的な審査基準例及び申請方法等について（２０１７０３２３商局第

３号。以下、「定検延長内規」という。） 

⑦使用前・定期安全管理審査実施要領（内規）（２０１７０３２３商局第３号。以下、「実施要領」

という。） 

 

No

． 

質問 考え方 参照条文等 

１ 溶接事業者検査をここ最近行った

記録がありません。どのような準備を

しておけばよいのでしょうか。 

将来突発的に溶接を行い、溶接事業

者検査をする必要がでてくることも

考えられますので、検査ガイド等を参

照して、貴社における溶接事業者検査

の運用を事前に検討して下さい。 

溶接検査解

釈 

検査ガイド 

実施要領 

２ 規則第７９条に規定される熱交換

器には、冷却器は含まれるのでしょう

か。 

規則第７９条第１号イに規定され

る火力発電所に係る熱交換器には、冷

却器[※]は含まれません。 
[※]ここでいう「冷却器」は、蒸気ター

ビンにおける潤滑油冷却器や発電機

の水素冷却器等を指します。（一般名

称として）「～冷却器」「～クーラー」

規則第７９

条 
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と称されているもの全てを指す訳で

はなく、その設備の機能を踏まえて判

断いたしますので、不明な点がある場

合は各産業保安監督部等にご相談下

さい。 

３ 「あらかじめの検査」はどのように

すればいいのでしょうか。 

客観性を有する方法による試験に

よって、設置者が自己確認をすること

が必要です。検査ガイド第２部５．等

を参照して下さい。 

検査ガイド

第２部５． 

４ 溶接事業者検査を委託する場合、溶

接事業者検査の運用はどのような点

に留意すればよいのでしょうか。 

電気事業法第５２条により設置者

による溶接事業者検査が義務づけら

れていることを踏まえ、溶接事業者検

査を委託する場合は、設置者自らが、

外注管理など委託先である協力事業

者の管理を適切に行う必要がありま

す。検査ガイド第３部等を参照して下

さい。 

また、委託先がさらに委託している

（再委託している）場合には、設置者

として溶接事業者検査が適切に行わ

れることを管理していく観点から、委

託先が適切に再委託できるような体

制になっているかなどを確認して下

さい。 

検査ガイド

第３部 

５ 民間製品認証制度のうち、溶接士技

能承認・溶接施工法認証に関する記載

がありませんが、溶接事業者検査への

活用はできないのでしょうか。 

従来どおり、溶接事業者検査に活用

できます。 

なお、製品評価による認証を活用す

る際は、プロセス認証が必須ですが、

溶接士技能承認、溶接施工法認証、溶

接士の更新を活用する際は、プロセス

認証は必須でありません。 

検査ガイド

第３部４．４ 

実施要領 

６ 発電設備の新設の場合においては、

溶接検査対象となる多数の電気工作

物が含まれます。この場合、電気工作

物に応じて、また、溶接施工工場に応

じて「民間製品認証制度を活用するも

のと活用しないもの」を混在させても

構わないでしょうか。 

構いません。民間製品認証制度の活

用にあたり、全ての電気工作物に一括

して民間製品認証制度を活用するこ

とを、その条件にはしていません。 

検査ガイド

第３部４．４ 

実施要領 

７ 協力事業者がなく、設置者のみの溶

接事業者検査体制であっても、民間製

品認証を活用することができますか。 

活用することができます。 検査ガイド

第３部４．４ 

実施要領 

８ 民間製品認証制度の活用に係る設

置者への要求事項に「現地立会い及び

記録等により、最終耐圧試験実施状況

を確認すること等を通して検査の実

施状況を確認すること。」と記載され

ていますが、検証の方法は「現地立会

い及び記録」による確認が必須事項な

のでしょうか。 

「現地立会い及び記録」による確認

は、民間製品認証制度を活用する場合

における設置者の関与の一例を示し

たものです。 

活用にあたっては、設置者が民間製

品認証制度の内容を理解した上で、現

地（溶接事業者検査が実施される場所

での）立会いを実施するなど、例示を

検査ガイド

第３部４．４ 

実施要領 
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踏まえた確認方法を実施して下さい。 

なお、「製品認証書」の存在を単に

確認するだけでは確認とは言えませ

んので、注意が必要です。 

９ 検査ガイドでは、使用前自主検査及

び定期事業者検査の対象となる電気

工作物が存在する場合、使用前（定期）

安全管理審査において溶接事業者検

査の実施状況及びその結果を確認す

ることになるため、溶接事業者検査が

完了した日から最も近い時期に受審

する使用前（定期）安全管理審査の中

で、漏れなくその実施状況及びその結

果に関する確認を受ける必要がある

と規定されていますが、使用前（定期）

安全管理審査の受審がない年度に実

施した溶接事業者検査は、溶接事業者

検査年報の提出は必要でしょうか。 

使用前（定期）安全管理審査の中で、

溶接事業者検査の実施状況及びその

結果の確認を受ける予定であるなら

ば、次回の使用前（定期）安全管理審

査の受審までの間は、受審がない年度

分の溶接事業者検査年報の提出も不

要ですが、例えば、使用前自主検査及

び定期事業者検査の対象となる電気

工作物がない組織や、使用前自主検査

及び定期事業者検査を実施しないま

ま組織を解体するなど、使用前（定期）

安全管理審査受審の予定がない場合

には、溶接事業者検査年報の提出が必

要になります。 

報告規則第

２条の表第

９号 

検査ガイド

第４部２．

１．（２） 

10 報告規則では、本年度に実施した溶

接事業者検査の実施状況及びその結

果を、翌年６月末日までに国へ報告し

なければならないと規定されていま

すが、例えば、本年４月頃に突発的な

事故が生じて、使用前自主検査の対象

にはならない溶接事業者検査を実施

した場合、当該設置者は別途、翌年７

月頃に定期事業者検査を実施する予

定であれば、翌年６月末日までに報告

する溶接事業者検査年報は国に提出

せずに、次回の定期安全管理審査の中

で併せて確認を受けることにしても

よいでしょうか。 

定期事業者検査の対象となる電気

工作物が存在する場合には、設置者が

溶接部も含めて技術基準適合性の確

認を行い、そのために十分な方法で検

査が適切に行っていたかを登録安全

管理審査機関が確認し、国が総合的な

評定を行うので、溶接事業者検査年報

の提出は不要ですが、次回の定期安全

管理審査の中で漏れなく溶接事業者

検査の実施状況及びその結果の確認

を受ける必要があります。 

なお、やむを得ない事情により、次

回の定期安全管理審査で確認を受け

ることができない場合は、各産業保安

監督部等にご相談下さい。 

報告規則第

２条の表第

９号 

11 検査ガイドでは、設置者が当面新た

に使用前自主検査又は定期事業者検

査を実施する見込みがないものにつ

いては、国は溶接事業者検査の実施状

況及びその結果について報告規則第

２条に基づき溶接事業者検査年報を

提出することと規定されていますが、

この「当面」とは具体的にどの程度の

期間を想定しているのでしょうか。 

当該規定は、例えば、個別（規則第

９４条の５第１項第６号）の組織が、

報告規則第２条の報告期限の段階に

おいて、インセンティブを取得する予

定がなく、保存期間満了（溶接事業者

検査結果の記録は５年間の保存義務

あり）までの間に使用前自主検査又は

定期事業者検査を実施する見込みも

ない場合を想定しています。 

溶接事業者検査年報を報告すべき

かの判断に迷われましたら、各産業保

安監督部等にご相談下さい。 

報告規則第

２条の表第

９号 

規則第８２

条の２ 

検査ガイド

第４部２．

１．（１） 

12 平成２９年４月１日以降にインセ

ンティブが到来する設置者で、時期変

更承認が実施済みの場合、審査はシス

テムＡ（規則第９４条の５第１項第２

電気関係報告規則等の一部を改正

する省令（平成２９年経済産業省令第

３２号）附則第５条では、インセンテ

ィブが付与された組織であって、ボイ

電気関係報

告規則等の

一部を改正

する省令附
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号）となるが、個々の設備のうちボイ

ラーについては、システムＡとなるた

め、検査は４年ごとになるのか。 

ラー等の定期事業者検査時期を２年

延長する承認を受けた実績があれば

システムＡの組織とみなすことを規

定しましたが、当該組織の火力設備に

制約条件を付与するものがあるか否

かの確認を取る必要があることから、

当該規定では新規則第９４条の２第

２項第１号の承認をしたものとみな

すとは規定していません。 

したがって、平成２９年４月１日以

降にインセンティブが到来する設置

者は、定期安全管理審査については、

システムＡとなるため、次の審査時期

は前回の評定通知を受けた日から４

年３月を超えない時期に安全管理審

査を受ける必要があります。 

また、個々の設備の次回の定期事業

者検査時期については、定検延長内規

の附則４に基づき、旧規則第９４条の

２第２項第一号に規定される承認で

あって定期事業者検査時期の変更に

ついて１.(１)②の基準に基づく前回

の申請に対して承認を受けた電気工

作物は、定期事業者検査が終了した日

以降４年を超えない時期、その他の場

合には、規則第９４条の２に規定する

時期に定期事業者検査を行うことに

なります。 

則第５条 

実施要領添

付資料４ 

定検延長内

規附則４ 

13 蒸気タービンの定期事業者検査時

期を延長しない場合であっても、審査

基準（実施要領添付資料１－４（又は

添付資料１－６））のうち、蒸気ター

ビンに関する事項についても審査対

象となるのでしょうか。 

定期事業者検査時期を延長する電

気工作物がボイラーのみの場合には、

実施要領添付資料１－４（又は添付資

料１－６）の第２章「２.保守管理の

方法」、「３.異常、事故及び事故防止

等の対応」及び「５.２.記録の作成」

の蒸気タービンに関する事項は、審査

対象にはなりません。 

実施要領６．

５．２,添付

資料１－４, 

添付資料１

－６ 

14 定期安全管理審査の評定結果でシ

ステムＳ（規則第９４条の５第１項第

１号）のインセンティブが付与された

場合、次回の受審時期は前回の評定通

知を受けた日から６年３月を超えな

い時期になりますが、定期事業者検査

の実施時期は、審査を受けた組織が設

置した全ての火力設備が６年を超え

ない時期になるのでしょうか。 

また、前回の定期安全管理審査でシ

ステムＳのインセンティブが付与さ

れていれば、今回の定期安全管理審査

を受審するまでの間に増設した火力

実施要領様式８（定期審査評定通

知）の「６.定期事業者検査の実施時

期（電気工作物の種類及び施設番号ご

とに記載）」では、システムＳ（又は

システムＡ）に規定する組織が設置す

る電気工作物の検査時期は、電気工作

物毎で異なりますので、全ての電気工

作物（増設した設備を含む。）につい

て定期事業者検査を実施すべき時期

を示す必要があるとしています。 

なお、増設した設備は、基本的には

実施要領６．５．２の但し書きに該当

するものと考えます。 

実施要領６．

５．２ 
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設備も、全て６年を超えない時期にな

るのでしょうか。 

15 規則第９４条の５第１項第５号に

掲げる組織とは、どのような組織が当

てはまるのでしょうか。 

当該規定は、例えば、低稼働設備や

地熱設備などを想定しており、定期安

全管理審査のインセンティブ期間中

（例えば、システムＡに規定する組織

の場合は、４年３月を超えない時期）

に定期事業者検査がない組織につい

ては、その次（直近）の定期事業者検

査後速やかに（原則として１ヶ月程度

に）定期安全管理審査を受けることと

するために設けた規定です。 

規則第９４

条の５第１

項第５号 

実施要領６．

５．１ 

16 実施要領の経過措置では、改正法施

行日以後に初めて実施する定期安全

管理審査に限っては、定期事業者検査

の実施がない場合も定期安全管理審

査を受審することができると書いて

ありますが、定期事業者検査の実績が

あれば、システムＳ又はシステムＡの

受審は可能なのでしょうか。 

実施要領の経過措置の規定のとお

り、システムＡ（又はシステムＳ）へ

の上乗せ審査の場合は定期事業者検

査を実施していなくても可能ですが、

次回の定期安全管理審査の受審時期

は、発電用火力設備に係る安全管理検

査制度見直し検討会（第２回）資料３

の２５ページ及び使用実施要領添付

資料４の２．の３段落目に規定のとお

り、その起算日は前回の（平成２９年

３月３１日以前の）評定通知に明記し

た通知日が起算日となります。 

一方で、定期安全管理審査の申請を

受理するにあたって、設置者から、既

存のインセンティブを破棄し、システ

ムＡ（又はシステムＳ）に規定する組

織として新たなインセンティブを取

得したいとの意向が示された場合に

は、定期事業者検査の検査記録があ

り、実施要領添付資料１－４（又は１

－６）の審査基準に対応したマニュア

ル等が構築されていることを条件に、

上乗せ審査を行うのではなく、通常の

システムＡ（又はシステムＳ）の定期

安全管理審査を実施することになり

ます。 

実施要領添

付資料４ 

17 例えば、過去に低稼働申請を行って

承認を受けた火力設備を組織に含め

て、システムＳに規定する組織として

定期安全管理審査を受審した場合に

は、その評定において、低稼働申請を

行った設備を含むすべての設備に対

して定期事業者検査の実施時期が通

知されることとなります。 

この場合、①規則第９４条の２第２

項第１号の観点から見た定期検査時

期延伸後の定期検査実施時期（上記の

ご理解のとおり、規則第９４条の２

第２項第１号と同項第２号の規定は

それぞれ制度として独立しているた

め、それぞれの通知の趣旨を踏まえて

対応いただければよいと考えていま

す。 

例えば、定期安全管理審査の評定を

行う実施主体と定期事業者検査の時

期変更承認を行う実施主体が異なる

場合においては、同時期に国から異な

る定期事業者検査の実施時期が提示

規則第９４

条の２第２

項 
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システムＳに係る組織と評定された

場合の評定）、②規則第９４条の２第

２項第２号の観点から見た定期検査

時期延伸後の定期検査実施時期（低稼

働承認）の２つの規定は、独立した制

度として運用されていると考えます。 

したがって、当該設備が得たそれぞ

れの通知を踏まえ、定期事業者検査の

実施時期については、当該設備を管理

している設置者が設備の管理状況を

判断して決めるものと考えますが、そ

のような理解で良いでしょうか。 

される可能性があります。 

この場合において、規則第９４条の

２第２項第１号に基づく評定では、制

約条件等を考慮しつつ定期安全管理

審査を受ける「組織」に対して定期事

業者検査の実施時期を定めているの

に対し、同項第２号に基づく承認で

は、「申請のあった火力設備」につい

て、低稼働等の特殊性を考慮しつつ当

該設備に係る定期事業者検査の実施

時期を定めています。 

よって、上記のように国から複数の

実施時期が提示された際は、設置者に

おかれては、それぞれの条件等が提示

された経緯を踏まえながら、次回の定

期安全管理審査において登録安全管

理審査機関に対し、その複数の通知を

基に判断した結果（火力設備の定期事

業者検査の実施時期）をご説明下さ

い。 

18 定検延長内規１．（８）で規定する

「別に定める審査基準」とは、附則３

を読む限り今後整備される位置づけ

のものであると理解しましたが、この

「別に定める審査基準」がどのような

内容になるのか、今後のシステムＳに

規定する組織としての受審を視野に

入れるためにも、事前にその内容を把

握しておきたいので、当該審査基準を

整備する時期（目処）があれば教えて

下さい。 

当該規定は、発電用火力設備に係る

安全管理検査制度見直し検討会（第１

回）資料２の１７ページの「更なる延

伸の可能性も追求していく。」に対応

するもの（同ページの下図中の特例措

置）ですが、ご理解のとおり、当面の

間、当該規定を適用することはありま

せん。 

同検討会（第２回）資料３の１９ペ

ージのとおり、今後「引き続き運転実

績を積み上げて、定期検査の延伸に係

るリスク評価に資するだけのデータ

等が得られた段階で、「発電用火力設

備に係る安全管理検査制度見直し検

討会における検討結果概要」（平成２

９年１月１３日，発電用火力設備に係

る安全管理検査制度見直し検討会）の

４．を考慮しつつ、必要な検討を行う

こととしたい。」と考えています。 

定検延長内

規１．（８）,

附則３ 

発電用火力

設備に係る

安全管理検

査制度見直

し検討会資

料 

19 規則第９４条の５第１項第１号（又

は第２号）の規定に基づきシステムＳ

（又はシステムＡ）の通知を受けた組

織であって、「定期事業者検査の実施

時期を６年（又は４年）を超えない時

期」と通知された火力設備において、

定検延長内規１．に基づき、定期事業

者検査時期を更に１月延長、３月延

長、低稼働・休止設備として更なる延

長申請をすることは可能でしょうか。 

ご理解のとおり、運転時間等の使用

状況に照らし、定検延長内規１．の審

査基準に適合する火力設備であれば、

更に定期事業者検査の時期変更承認

を受けることは可能です。なお、規則

第９４条の２第２項第１号に基づい

て国が定めた定期事業者検査の実施

時期については、実施要領様式８（定

期審査評定通知）の「６．定期事業者

検査の実施時期」欄を参照ください。 

規則第９４

条の５第１

項 

定検延長内

規１． 

実施要領様

式８ 
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20 安全率４．０で設計した火力設備

で、ボイラーの配管を一部補修する際

に米国ＡＳＭＥ規格を基に安全率３．

５で設計したものを使用してもよい

でしょうか。 

火力設備に係る安全率は、平成２８

年２月改正（液化ガス設備･ガス化炉

設備は平成２８年１１月改正、スター

リングエンジンは平成２９年３月改

正）で４．０から３．５に見直されて

おり、改正火技解釈の施行日以降は、

既存の火力設備の一部補修等でも安

全率３．５で設計したものを使用して

も構いません。ただし、設計の際には、

工事（建設）計画単位で火技解釈又は

米国ＡＳＭＥ規格の類似規格として

策定された（一社）日本機械学会「Ｊ

ＳＭＥ規格基本規定」のどちらかに統

一することや、保守管理等の際には、

全ての火力設備の中でどの範囲を安

全率３．５で管理することにしたのか

を把握しておくなどといったことに

ついて、設置者において適切に対応す

る必要があります。 

火技解釈第

１６７条 

 


